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１ 趣旨 

   小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関

する法律（以下、「介護等体験特例法」という）等により、義務教育に従事する教

員が個人の尊厳及び社会連帯の理念に関する認識を深め、教員としての資質の向

上を図り、義務教育の一層の充実を期する観点から、小学校及び中学校の教諭の

普通免許状を取得しようとする者は、その要件として社会福祉施設その他の施設

（以下、「社会福祉施設等」という）又は特別支援学校での「介護等の体験」が義

務付けられています。 

   このことに伴い、対象となる社会福祉施設等への円滑な受け入れを推進しよう

とするものです。 

 

 

２ 対象者 

   小学校及び中学校の教諭の普通免許状を取得しようとする者 

   （盲・聾・養護学校の教員免許状を受けている者、保健師・看護師・介護福祉

士などの介護等に関する専門的知識及び技能を有する者は免除） 

 

 

３ 「介護等の体験」の内容等 

（１）「介護等の体験」の内容 

   介護等体験特例法第２条第１項において「障害者､高齢者等に対する介護､介助、

これらの者との交流等の体験」と規定されており、次の内容とします。 

① 高齢者、障害者等に対する介護、介助 

② 高齢者、障害者等の話し相手 

③ 散歩の付き添いなどの交流等の体験 

④ 掃除や洗濯といった、高齢者・障害者等と直接接することはないが、受入施設

の職員に必要とされる業務の補助など 

（２）「介護等の体験」の実施施設 

受入対象となる社会福祉施設等は、介護等体験特例法の関係法令に根拠を有する

下記の施設とします。 

① 社会福祉施設（保育所を除く社会福祉施設） 

② その他の施設（老人保健施設、指定国立療養所等） 

（３）「介護等の体験」の期間等 

  ① 原則として連続した５日間とします。 

  ② １日当たりの「介護等の体験」の時間は、概ね５～６時間程度とします。 

 

教育職員免許法の特例にもとづく「介護等の体験」 

社会福祉施設等受入調整事業実施要領（大学等用） 

 

社会福祉法人 高知県社会福祉協議会 



４ 「介護等の体験」の受入調整窓口 

   社会福祉施設等については、高知県社会福祉協議会（以下「県社協」という）

が受入調整を行います。 

 

 

５ 大学等の業務 

（１）「介護等の体験」の申込みにあたっては、大学等において学生からの希望をとり

まとめ、「介護等体験申込書」（様式１－１及び１－２）により、一括して県社協

に申込むものとします。    

（２）大学等が学生からの希望をとりまとめるにあたっては、原則として月曜日から

金曜日までの連続した５日間とし、特定の時期に集中することがないよう、あら

かじめ年間を通して調整してください。（ただし、月曜日が祝日の場合は、火曜日

から土曜日までとします。） 

（３）対象の学生で帰省先のある学生については、できるだけ帰省先で実施するよう

指導してください。 

（４）学生が社会福祉施設等又は県社協に直接申し込んだ場合は、大学等に連絡いた

しますので、（１）～（３）の手続きをとるよう指導してください。 

（５）大学等は、学生への事前指導等を通じ、「介護等の体験」実施のための指導を十

分に行ってください。 

（６）決定通知受領後、必ず学生または学校から受け入れ施設に連絡し、事前に打ち 

合わせを行ってください。（様式２－２の事前オリエンテーションの欄に「無」 

と表示されている場合もありますが、いずれにしても確認のために一度連絡をお 

願いします。） 

また、複数の学生が同じ施設で体験を行う場合、施設の負担を軽減するため個 

別で連絡を取らず、代表者を決めて連絡をとるようにご配慮ください。 

 

６ 県社協の業務 

（１）大学等担当者との連絡協議 

    学生の受入調整及び体験等に伴う具体的事項について協議を行います。 

（２）調整及び通知業務 

    大学等からの申込書と社会福祉施設等の年間受入計画書をもとに調整を行い、

その結果を「介護等体験受入決定通知書」（様式２－１及び２－２）により、大

学及び社会福祉施設等に通知します。 

    なお、調整にあたっては、学生の希望および利便性等を考慮して地域、時期、

施設種別等の調整を行いますが、すべての希望に沿いかねる場合がありますの

であらかじめ御承知おきください。  

 

７ 「介護等の体験」に関する費用および支払い方法 

（１）費用について 

学生一人当たりの「介護等の体験」に伴う費用は、下記のとおりとします。 

    １日 1,500円×５日間 

   〔内訳〕①社会福祉施設等への体験費用  １日  1,000円×５日間＝5,000円 

②県社協への調整事務費用    １日    500円×５日間＝2,500円 



（２）支払方法について 

  ① 社会福祉施設等への体験費用は、体験初日に学生が直接支払ってください。 

(事前振込みを希望する場合は、大学から社会福祉施設等へ直接問い合わせを 

お願いします。) 

②  県社協への調整事務費用は、決定通知受領後１ヶ月以内に、対象学生全員分

をまとめて下記の指定銀行口座へお振り込みください。なお、振込手数料は別

途自己負担くださいますようお願いします。 

 

 

 

 

８ 「介護等の体験」に伴う事故等への対応 

（１）保険への加入 

    「介護等の体験」に伴い想定される事故等に対応した保険については、派遣

する大学等で対応をお願いします。 

（２）健康管理等 

    学生は、社会福祉施設等での「介護等の体験」申込みにあたり、利用者等へ

の健康へ配慮するため、健康診断書（当該年度）のコピーを事前に施設へ提出

するものとします。 

    施設等によって細菌検査の提出が必要な場合がありますが、その際は社会福

祉施設等から学生に事前連絡がありますので、健康診断書と同様の対応をお願

いします。 

 

９ その他 

（１）昼食代については、学生の負担とします。 

（２）「介護等の体験」は、原則として宿泊を伴わないものとしておりますが、受け入

れ施設・事業所の就業形態や催事の都合などにより早朝や夜間が含まれる場合が

あります。 

（３）特別な事情により、予定日に体験が難しい場合は、速やかに当該施設に連絡し、

代替日を調整するとともに代替日を県社協にも報告をしてください。なお、当該

施設で代替日が設定できない場合は、別の社会福祉施設等を調整いたしますので、

県社協に連絡してください。 

（４）「介護等の体験」を行う学生の態度等が著しく悪い場合などで社会福施設等から

の申し出があれば、「介護等の体験」を中止する場合があります。 

 

附則 

この要領は令和８年３月２日から施行する。 

＜名 義＞  社会福祉法人高知県社会福祉協議会 

        会長  井上
いのうえ

 浩之
ひろゆき

  

＜口 座＞  四国銀行 県庁支店 普通預金 ０００００４５ 


